
機使用料 3 3 5 △2

22 05 04 01 50 06 物品等販売手数料 105 105 150 △45

22 05 04 01 50 19 自動販売機設置電気料 33 33 48 △15

差引一般財源 △6,249 28,916 △11,661 40,577

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

令和 3年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
9. 教育費 2. 市民音楽ホール一般事務費

5. 社会教育費

5. 音楽ホール費 市民音楽ホール

（佐倉市）　　

-

令和 3年度 -

経常 単独 通常 0 0 33,964
令和 4年度 -

令和 5年度 -

令和 6年度 -

令和 7年度 -

諸収入 その他

6,249 0 0 6,249 △6,249

6,249 35,165 6,108 141 0 28,916

市民音楽ホールの施設・設備の点検及び修繕を実施し、 ・安全で快適な芸術文化活動環境を市民に提供していき ・良好な環境を提供することにより、市民の芸術文化活

適正な機能維持に努めます。 ます。 動を支援します。

施設、設備の老朽化に伴う故障や不具合が増加し 自主文化事業の事業本数の変動に伴い、チケット 多くの市民が芸術文化活動を行うために利用する

ています。 販売に使用するチケット管理システムに係る電子計算機ソフトウエア使 施設であることから、適正な管理、安全性の確保が求められるのに加え

用料の見直しを行いました。 、有料施設であることから快適性も求められます。

使用料及び手数料

08 20 91 △71

10 17,764 19,175 △1,411

11 431 558 △127

12 14,981 15,534 △553

13 1,502 2,440 △938

15 192 201 △9

17 239 357 △118

18 36 40 △4

15 01 08 04 12 00 佐倉市民音楽ホール使用料 6,108 6,108 11,458 △5,350

22 05 04 01 50 05 コピー


